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区 市 町 村 特 定 目 的 借 上 公 共

賃 貸 住 宅 補 助 金 交 付 要 綱

                                                        ５住開都第３６３号

                                                        平成５年９月３０日

               改 正 ６住開都第１８３０号 平成 ６年  ６月２３日

                   ７住開都第１９９４号 平成 ７年  ４月 １日

                      ８住開都第５６０５号 平成 ８年  ８月３０日

                      ９住開都第 ９５５号 平成 ９年  ４月 １日

                          １０住開都第 ３３２号 平成１０年 ４月 ８日

                          １８都市住地第８６６号 平成１９年 ３月 ８日

第1 通  則

区市町村特定目的借上公共賃貸住宅に係る補助金の交付については、東京都補助金等

交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）によるもののほか、この要綱の定めるところによるも

のとする。

第２  目  的

この要綱は、特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱（平成６年６月２３日付建設省住建発第

５０号。以下「制度要綱」という。）に基づき、区市町村（以下「事業主体」という。）が行う特定目

的借上公共賃貸住宅の供給事業に対し、事業主体の財政負担を軽減するため、助成策を講

じることにより、住宅に困窮する者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

第３  定 義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（1） 特定目的借上公共賃貸住宅 土地所有者等が所有し、事業主体及び事業主体が財

産を提供して設立した民法第34条の法人が借り上げて管理する賃貸住宅で、管理人（制

度要綱第２第９号に準ずる。）である世帯の居住の用に供するためのものをいう。

（2） 基準家賃対策 事業主体が特定目的借上公共賃貸住宅の入居者の家賃負担を軽減

するため、制度要綱第１８の規定に基づき算定される金額を助成することをいう。

第４  補助の対象及び額

基準家賃対策を実施する事業主体に対し、家賃対策補助として、事業主体が行う基準家賃対

策に要する費用から制度要綱第２０に定める補助金額（以下「国庫補助相当額」という。）を控除し

た額の２分の１（ただし、所得が６０万１千円を超える管理人にあっては１年間に限り４分の１）以内

を補助する。

第５  補助金の交付申請書及び交付決定

１ この要綱に基づく補助を受けようとする事業主体の長は、別記様式第１による補助金交付申請

書に関係書類を添えて知事に申請しなければならない。

２ 前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し別記様式第２に
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よる補助金交付決定通知書により事業主体に通知するものとする。

第６  実績報告

事業主体の長は、補助事業が完了したときは、別記様式第３による補助金実績報告書により速

やかに補助事業の実績を報告しなければならない。

第７  補助金の額の確定

知事は、事業主体の長が提出した実績報告書の内容を審査し、また必要に応じて行う現地調査

等により、その報告に係る補助事業の成果が関係法令補助金の交付の決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、別記様式第４による補助金

額確定通知書により事業主体の長に通知するものとする。

第８  補助金の交付時期及び方法

補助金は、原則として事業完了後、別記様式第５による請求書での請求に基づき交付するもの

とする。

第９  承認事項

事業主体の長は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第６による事業の

中止・廃止承認申請書により、あらかじめ知事に届け出て承認を得なければならない。

第１０ 補助金の交付の決定の取消等

１ 知事は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更等により特別の必

要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容

若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間

に係る部分についてはこの限りでない。

２ 前項の規定により、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる場合は、事

業主体が次の一に該当すると認められる場合に限る。

(１) 偽りその他不正手段により、この補助金の交付を受けたとき。

(２) 補助事業中止し、又は廃止したとき。

(３) この補助金を他の用途に使用したとき。

(４) 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(５) この補助金交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、又は関係法令に違反したと

き。

(６) 事業内容及び事業費並びに事情の変更により補助金が減額となったとき。

第１１ 残存物件

１ 事業が完了した時に、機械、器具、仮設物その他備品及び材料が残存（以下「残存物件」

という。）するときは、残存物件調書を提出し、この補助事業と同種の他の補助事業に使用する

ことを認めた場合を除き、当該物件の残存価格に都の負担率を乗じて得た金額を返還するも

のとする。

２ 補助事業が完了したときにおける残存物件を継続して同種の他の補助事業に使用する場合は、

別記様式第７による残存物件継続使用承認申請書により知事の承認を受けるものとする。

第１２ 補助金の返還
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第１０の補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部

分に関して、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

第１３ 違約加算金及び延滞金

第１２の交付決定の取消しによる補助金の返還については、次の(１)から(5)までの規定により、

違約加算金及び延滞金を納付させるものとする。

(1) 違約加算金（１００円未満の場合は除く。）は、補助金の受領の日から納付の日までの日

数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既納額を控除した金額）につき年10.95％の割合で計算する。

(2) 延滞金（１００円未満の場合は除く。）は、納期限の翌日から納期の日までの日数に応じ、

その未納付額に年10.95％の割合で計算する。

(3) (1)の規定の適用について、補助金が２回以上に分けて交付されている場合は、返還を

命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額

がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかの

ぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして計算する。

(4) (1)の規定により加算金の納付を命じた場合において、事業主体の納付した金額が返還

を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の

額に充当する。

(5) (2)の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額

の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎

となるべき未納付額は、その納付額を控除した額とする。

第１４ 繰上償還等

１ 東京都優良民間賃貸住宅利子補給助成制度要綱（平成３年７月２３日付３住開民第８２号）

の第１８又は第６１の規定に基づき、融資金等の残額の全部又は一部を繰上償還する場合に

おいて、家賃限度額が従前の額を超えるときは、従前の額とする。

２ 前項の規定により融資金及び利子補給金の繰上償還を行った者は、遅滞なく知事に報告

しなければならない。

第１５ 補助事業の帳簿等の作成及び保管

事業主体の長は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他補助事業の実施

の経過を明らかにするための書類を作成し、これを５年間保管しなければならない。

第１６ 管理義務

事業主体の長は、この要綱に基づく補助金の交付を受けたときは、補助事業の完成後にお

いても、補助金の交付の目的に従って適正に管理し、かつ効果的な運営を図るよう努めなけれ

ばならない。

第１７ 書類の様式

補助事業に関する書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金交付申請書 別記様式第１

(2) 補助金計算・実績集計表               別記様式第１ 別紙１

(3) 補助金計算・実績集計表（団地別内訳）      別記様式第１ 別紙２
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(4) 補助金交付決定通知書 別記様式第２

(5) 補助金実績報告書             別記様式第３

(6) 補助金額確定通知書   別記様式第４

(7) 請求書 別記様式第５

(8) 事業の中止・廃止承認申請書       別記様式第６

(9) 残存物件継続使用承認申請書 別記様式第７

附則

１ この要綱は、平成５年９月３０日から施行する。

２ この要綱の施行前に「区市町村地域特別賃貸住宅補助金交付要綱」の適用を受けて建設

及び管理を行っている地域特別賃貸住宅福祉型借上Ｂ型については、都が国の補助事業と

連携した助成措置としているため、特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領附則２の経過

措置に準じた扱いとする。

附則（平成６年６月２３日６住開都第１８３０号）

１ この要綱は、平成６年６月２３日から施行する。

２ この要綱の施行前に「区市町村福祉型借上公共賃貸住宅補助金交付要綱」の適用を受け

て建設及び管理を行っている福祉型借上公共賃貸住宅については、都が国の補助事業と連

携した助成措置としているため、特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領附則２の経過措

置に準じた扱いとする。

附則（平成７年４月１日７住開都第１９９４号）

１ この要綱は、平成７年４月１日から施行する。

２ 「区市町村地域特別賃貸住宅補助金交付要綱」を廃止する。なお、「区市町村地域特別賃

貸住宅補助金交付要綱」の適用を受けた地域特別賃貸住宅Ｂ型福祉型及び地域特別賃貸

住宅Ｂ型の管理人住宅の家賃対策補助は従前の扱いを行うものとし、補助申請は本要綱の別

記様式により行うことができる。

３ この要綱の施行前に「区市町村福祉型借上公共賃貸住宅補助金交付要綱」の適用を受け

て建設及び管理を行っている福祉型借上公共賃貸住宅の建設及び家賃の助成については従

前の扱いを行うものとし、補助申請は本要綱の別記様式により行うことができる。

附則（平成８年８月３０日８住開都第５６０５号）

１ この要綱は、平成８年８月３０日から適用する。

２ この要綱の施行前に「区市町村福祉型借上公共賃貸住宅補助金交付要綱」の適用を受け

て建設され、又は管理されているものについては従前の例によるものとする。

３ 特定借上・買取賃貸住宅制度要綱（平成７年４月１日付建設省住備発第１０号）の規定によ

る供給計画について建設大臣の承認を受けている特定借上・買取公共賃貸住宅については、

「区市町村福祉型借上公共賃貸住宅補助金交付要綱」（平成５年９月３０日付５住開都第３６３

号）に基づく区市町村福祉型借上公共賃貸住宅とみなす。なお、建設費等補助及び家賃対

策補助の適用については従前の例によるものとする。
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附則（平成９年４月１日９住開都第９５５号）

この要綱は、平成９年４月１日から適用する。

附則（平成１０年４月８日１０住開都第３３２号）

１ この要綱は、平成１０年４月８日から適用する。

２ 第４第４項の家賃対策補助に係る家賃の限度額に関する規定については、改正前の要綱

に基づく特定目的借上公共賃貸住宅についても適用することができる。

３ 第１５の融資金及び利子補給金の繰上償還の規定の適用については、東京都優良民間賃

貸住宅利子補給助成制度要綱の附則の２（１）によるものとする。

４ 「区市町村福祉型借上公共賃貸住宅補助金交付要綱」（平成５年９月３０日付５住開都第３

６３号）は廃止する。

なお、同要綱の規定により、現に建設され、又は管理されている福祉型借上公共賃貸住宅

については、なお従前の例によるものとし、福祉型借上公共賃貸住宅の建設及び家賃の助成

に係る申請等については本要綱の別記様式により行うことができる。

附則（平成１９年３月８日１８都市住地第８６６号）

改正後の要綱は、平成１８年４月１日から適用する。ただし、この要綱の適用日以前に管理開

始している特定目的借上公共賃貸住宅については、改正前の要綱第4第4項の規定は、なおその

効力を有する。


